
返還方法 月賦　　　　　・　　　　　半年賦

業務外の事由により業務に従事できなくなったとき → □ 内容を証明する書類

申請理由

添付書類

貸付契約が解除されたとき → □ 貸付解除申請書

返還免除対象業務に従事しないこととなったとき → □ 業務変更届

返還期間 　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　　～　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

該当要件

１．訓練促進資金の貸付契約が解除された

２．借受人が、養成機関を修了し、かつ資格を取得した日から１年以内に青森県内において返還
　　免除対象業務に従事しなかった

３．借受人が、従事期間が５年に達する前に返還免除対象業務に従事しないこととなった（業務
　　上の理由により死亡し、又はその業務に起因する心身の故障のためその業務に従事できなく
　　なったときを除く）

４．業務外の事由により死亡し、又は心身の故障により業務に従事できなくなった

　青森県ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業実施要綱等の規定により、下記のとおり返還します。
返還事由
発生日

　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

申請額

① 借入金額 　　　　　　　　　円

② 返還済額 　　　　　　　　　円

③ 返還免除済額 　　　　　　　　　円

返還額
（①ー②ー③）

　　　　　　　　　円

住　所

〒　　　　　　－

住　所

〒　　　　　　－

電話番号 電話番号

貸付番号 第　　　　　　　　　　　　　　号

氏　名 　
種　類 入学準備金　　　・　　　就職準備金

氏　名 　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

訓練様式⑪

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金　返還計画書

　　　　　　年　　 　　　　月　　 　　　　日

　社会福祉法人青森県社会福祉協議会　会長　　殿

借受人 連帯保証人


